
決 書

福 祉第 １ ３ ７４ 号

二　　　　　　　　　　　 審査請求人･㎜

平成２０年３月６日付けで行われた審査請求にういて、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第４０条第３墺の規定により、次のとおり裁決する。

下処分は、これを取り消す。

主　　　　　　 文

平成２０年２月１ ５日付けで審査請求人に対し行づだ生活保護申請却

事＼　　　　　実　　　　　　　　　 ＼

（以下「処分庁」という。）は、平成２０年２月１５日、審査請求人（以

下「請求人」という。）に対し、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第

２ ４条第１項の親定により、生活保護申請却下処分（以下「原処分」という。）を行つた。

請求人は、原処分を不服として、平成２０年３月６汨、北海道知事に審査請求を行った。

▽　　　　　　　　　　 犬　　 請 求 の 要　旨＞　　　　　　　　　　　 、

請求人は、原処分の取消しを求めて、次のとおり主張する。　　　＼
㎜ ヵヽらの支援を得られず、生活に困窮しているので、生活保護申請の却下は不当である．

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･
ジ　 ト 裁 決 の: 理 由

１　 認定事実　 厂　 ／　 二．　　　　　　 二　　　　　　几

本件に関しては次の事実が認められる．　　　　　 ＼･　　　　　　　　　　　 ／
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２　 判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜＼

、出　 法の規定等について　　　　　　　　　　　　　　 ▽　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

ア　 法第４条第１項は､。「保護は、生活に困窮する 者が、その利用しうる資産 、能力そ の他あら

ゆるものを卜 そ の最低限度のj生活の 維持のため に活用することを要件として行われる。」と規

定宍じ 、また、同条第２項は√「民法（｡明治２９年法律第 ８９号）､に定める扶 養義務者の扶養及

／　び 他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と

規定している。　　　　　　　 卜　･･　　　　　　　　　 ‥　　　　　　　　　　 卜　 ぺ
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イ　 扶養義務の取扱いについては、「要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養

及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること。また、民法上の扶養義務の履行を

期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。」（生活保護法によ

る保護の実施要領について（昭和３６年４月１日付け厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知）

▽第４）とされている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

また、扶養の程度は、社会通念上、扶養する者にふさわしいと認められる程度の生活を損な

わない限度を標準とすることとされてい･る（生活保護法による保護の実施要領について（昭和

３８年４月１日付け社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第４の

２の（5）イ）。 ／　一　し　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

ウ　保護申請時における助言指導については、「要保護者がノ自らの資産能力その他扶養、他法･

’等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は､＼適切な助言指導を行う

●　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ものとし。要保護者がこれに従わないときは､｡保護の要件を欠くものとして、申請を却下する

こと。」（局長通知第９の１の（2））とされている。　　　　　　　　　　　　卜

(2) 処分庁の主張について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽

処分庁はレ平成２０年６月Ｌ３日付け弁明書において、次のとおり主張する。

卜 話求人は、畷 との関係が破綻した後、現住居に転居し､四 からの援助も得られないことな

とを理由に本件車請を行づたが、実際には、離婚後、輯 宅に戻っており、そのまま● と同居

することができない特段の事情がなかったにもがかわらず、生活保護の受給を意図してアパート

を借り、・ 宅から耘出した･ことからご請求人自ら● からの扶養を忌避していると認めと局長

通知第９の１の(2)に基づき、請求人が法第４条第ｉ項の要件を欠くものとして行った原処分に、

違法又は不当な点はない。
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（3） 原処分について　　　　 卜　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　ト

ア　処分庁は、請求人が扶養義務者からの扶養を忌避していることを理由に、法第４条第１項に

基づき、保護の要件を欠くとして保護の申請を却下している。扶養義務者による扶養が法第４

条第１項にいう資産となり得るためには、扶養義務者が扶養の能力と扶養する意思を有してい

ることが必要である。そこで｡ 原処分について、請求人の扶養義務者が「扶養の能力」及び「扶

養する意思」を共に有しているか否かを検討する。　　　　　　　　　 。　　　　∧

イ　まず、「扶養の能力」について、処分庁は、前記１の（4）ないし（6）のとおり、請求人の● の

収入を確郤するとともに負債の状況や・7: ）生活状況などについて聴取してい｡と･が、それら､の

内容は、前記･（1）のイに照らし、・ に十分な扶養の能I力が確実にあるとまで判断できるもの

ではなく、また、処分庁から提出を受けた貫料（以下「資料」という｡）からも処分庁が龝

に扶養の能力があるか否かを検討した事実は認められない。　　　　 づ
ウ　また、「扶養する意思」については、前記１の（4）及び（6）のとおり㎜ ま扶養援助できない

旨述べ毟お､りTヽ 資料からも ・ヽ からはヽ請求人どの同居も含め。扶養する意思があることは
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確 認で き な い。　　　　　　　　　　　 。

エ　 な お 、請 求 人が
・

と の匯|係 が 破綻 した 後､ 離 婚 か成 立し、現 在の 住宅 に転 居する まで の間 、

㎜ 咆 にお い て 一時 的に 生活 りて いた 居 住実 態 につ い てはヽ 処 分庁 は
・

と同 居し てい た もの

'､と 判 断 して いる が 、 本件 申請時 にお いて 請求 人が 独立 し た住宅 で生 活して いる とい う実 態 に基

'づ く と 、本 件申 訥 前(7)
－

二の一時 的な 同 居 は過去 の休 養実績 であっ てヽ 原処 分 に当たっ て 考

盧 す べき も ので はな い。　　　　　　　　 厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ

オ　 以 上 の と串 りヽ㎜ から の扶 華に つ いて は八 本件 申 請時点 では
・

駟ら 扶養ず る意 思 の申出

が な い ため 、 請求 人の努 力の みで は 。利 用 しうる もダ)で はない 。 した がづて 、 請求人 は・ か
■　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　｜　。　　　　　　』　　・

ら の 扶 養を 忌避 し てい る とは認 め られ ず 、処 分庁 の 主張 は採る こと がで きな い。

よ弓てi 主文のとおり裁決する。

平成２ ２．年８月２日

北海道知事　　高　橋　はる
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